
広島市規則第５４号

令和８年３月３１日

児童福祉法に基づく措置等に関する規則等の一部を改正する規則をここ

に公布する。

広島市長 松 井 一 實

児童福祉法に基づく措置等に関する規則等の一部を改正する規

則

（児童福祉法に基づく措置等に関する規則の一部改正）

第１条 児童福祉法に基づく措置等に関する規則（昭和６２年広島市規則

第３１号）の一部を次のように改正する。

別表第１備考の１中「第３１４条の７及び」を「第３１４条の７、」

に、「、第５条の４第６項及び第５条の４の２第５項」を「及び第５条

の４第５項」に改める。

別表第２備考の２の(1)中「及び第３１４条の８並びに同法」を「、第

３１４条の８並びに」に、「、第５条の４第６項及び第５条の４の２第

５項」を「及び第５条の４第５項」に改める。

（広島市母子保健法施行細則の一部改正）

第２条 広島市母子保健法施行細則（昭和４１年広島市規則第３９号）の

一部を次のように改正する。

別表備考の１中「第３１４条の７及び」を「第３１４条の７、」に、

「、第５条の４第６項及び第５条の４の２第５項」を「及び第５条の４



第５項」に改める。

（身体障害者福祉法に基づく措置等に関する規則及び知的障害者福祉法

に基づく措置等に関する規則の一部改正）

第３条 次に掲げる規則の規定中「及び第３１４条の８並びに同法」を「、

第３１４条の８並びに」に、「、第５条の４第６項及び第５条の４の２

第５項」を「及び第５条の４第５項」に改める。

(1) 身体障害者福祉法に基づく措置等に関する規則（昭和６２年広島市

規則第３４号）別表第２備考の４の(1)

(2) 知的障害者福祉法に基づく措置等に関する規則（昭和６２年広島市

規則第３５号）別表第２備考の４の(1)

附 則

この規則は、令和８年４月１日から施行する。


